
赤ちゃんの心身発育や情緒の安定など、さまざまな効
果があり近年注目を浴びているベビーマッサージの講座
が 1 月 25 日、総合福祉センターしゃるるで開かれまし
た。町内の総合型地域スポーツクラブ「サンクスポーツ
クラブ」 主催によるもので、町内の親子、7 組 15 人が
受講しました。6 カ月の上田璃奈（りな）ちゃんと参加
した母親の依里（えり）さんは「ベビーマッサージは夜
泣きに効果があると聞いて参加しました。早速、実践し
てみたい」と話してくれました。 

親子で癒しの効果
ハッピー講座　親子ふれあい教室

栗山の雪をプレゼント
沖縄の子どもたちに真っ白な雪を！

北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ地、沖
縄県名護市に北海道の雪を届けようと、日本ハムを応
援する全日空や北海道新聞社などで構成する『なごに
雪プロジェクト実行委員会』が 1 月 31 日、町内湯地
の栗の樹ファームに積もった雪を送りました。保冷さ
れた 200 箱、約 2㌧の雪は空路と陸路で 2 月 2 日に名
護市に到着。地元の少年野球チームの子どもたちは、
雪を初めて見る子も多く、悪戦苦闘しながら、初めて
の雪だるま作りにチャレンジしました。

ななつぼし１０㌧を寄贈
ＪＡそらち南が学校給食用に１年分

子どもたちに地元でとれた安心で安全な米を食べて
もらおうと、ＪＡそらち南（大友伸彦組合長）が 1 月
29 日、学校給食で使われる米の 1 年分の量にあたる、
減農薬米『ななつぼし』10㌧を町に寄贈しました。大
友組合長は「減農薬で育てられた安心で安全な米を子
どもたちに食べてもらいたいです」と話し、椿原紀昭
町長は「とてもありがたいです。子どもたちに味わっ
てもらいたいです」とお礼を述べました。 

まちの話題では、町内の行事や話題を紹介しています。
広報に掲載できなかった話題は町ホームページに掲載しています。

【URL】http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/ 栗山町 検索

除雪ボランティアで貢献
1 ２区町内会で「愛らぶ活動事業」

１２区町内会 ( 西村隆久会長）が毎年行っている「愛
らぶ活動事業」に栗山高校野球部や雨煙別川の工事を
請け負っている勇建設株式会社（坂 敏弘代表取締役社
長）が参加し、2 月 3 日、高齢者宅の除雪ボランティ
アを行いました。参加した約 40 人は、自力で除雪を
することが困難な高齢者宅約 20 世帯の屋根の軒先の
雪落としなど、約 1 時間かけて行いました。星野美子
さん（89 歳）は「窓ガラスが割れないかと心配していた。
とても助かった」と感謝していました。
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幸せの国「ブータン」から
青年研修団が栗山町のまちづくりを研修

世界一幸せな国といわれている「ブータン王国」から
11 人青年研修団が訪れ 2 月 18 日から 20 日まで栗山町
で研修しました。歓迎式で研修団代表のドルジさん（29
歳）は「美しい国の人たちと知り合うことができたこと
を感謝しなくてはなりません。ブータンの発展のため、
しっかりと研修したいです。私たちを温かく迎えてくれ
てありがとうございます」とあいさつ。研修団はその後、
児童センターの視察や子どもたちと交流しながらのお茶
体験などを行いました。

栗山町 検索

森林整備活動の協定を締結
自然に近い樹林の再生を目指して

財団法人 北海道新聞野生生物基金（村田正敏理事
長）が 2 月 14 日、栗山町と植樹を目的とした森林整
備活動の協定を結びました。同財団が主催する植樹事
業「モーリーの森」によるもので、町内桜山の町有林
で植樹活動が行われます。周辺に自生する木の種から
育てた広葉樹の苗木などを中心に、オオムラサキの羽
化が始まる 7 月の初旬に植樹をスタート。5 年間かけ
て植樹するほか下草刈りなどの保育活動を平成 34 年
度まで 10 年間かけて行います。
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長くスポーツ振興に寄与
北海道スポーツ少年団本部から表彰

子どもたちのスポーツを現場で支え、長くスポーツ少
年団の育成や指導に尽力された 8 人の指導者が北海道ス
ポーツ少年団本部より表彰されました。2 月 16 日、町
スポーツセンターで鈴木紀元教育長より表彰状が伝達さ
れ、受賞者を代表して伊達佐重さんが（バドミントン少
年団）「何歳になっても汗をかくことの爽快さを忘れず
に、スポーツを楽しみながら体を鍛えてください」と会
場に訪れていた大勢の子どもたちにあいさつしました。
また、合わせて 8 少年団が団体表彰を受けています。

冬の屋外で楽しいひと時
クリレンジャーも活躍！ちびっこ広場開催

第 10 回くりやまウインターフェスティバルちびっこ
広場が 2 月 9 日、駅前通り商店街イベント広場で行わ
れました。長さ 30 メートルのジャンボ滑り台には、子
どもたちの列ができ歓声をあげて楽しんでいました。ま
た、正義の味方クリレンジャーショーが始まると、悪役
を怖がり泣き叫ぶ子もいましたが「クリレンジャー頑張
れ！」と大きな声援を送っていました。このほか、もち
つき大会、ジャンボかるた大会などが行われ、多くの家
族連れや子どもたちが楽しい一日を過ごしました。



　

特
定
疾
患
の
治
療
お
よ
び
人
工
透
析

（
合
併
症
の
た
め
町
外
の
医
療
機
関
に

通
院
）
の
た
め
通
院
さ
れ
て
い
る
方
に

通
院
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◆
助
成
内
容　

内
容
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
受
付

平
成
24
年
10
月
～
平
成
25
年
3
月
分

（
下
期
分
）
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

◆
申
請
手
続
き

申
請
書
（
印
鑑
）、
通
院
証
明
書
の
提

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
北
海
道
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
実
施

要
綱
に
よ
る
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
は
、
通
院
証
明
書
の
か

わ
り
に
病
院
で
発
行
す
る
一
部
負
担
金

な
ど
を
領
収
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
（
領
収
書
な
ど
）
の
提
出
に
よ
る
申

請
が
可
能
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
期
限　

4
月
9
日
㈫

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
住
民
福
祉
課
福
祉
・
子
育
て
グ
ル
ー
プ

☎
�
2
2
2
2

町
で
は
、
支
援
の
必
要
な
お
子
さ
ん

に
対
し
、
道
立
子
ど
も
総
合
医
療
・
療

育
セ
ン
タ
ー
（
コ
ド
モ
ッ
ク
ル
）
と
児

童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

◆
医
療
費
の
助
成

◇
対

象　

町
内
に
在
住
す
る
児
童

◇
助
成
内
容

道
立
子
ど
も
総
合
医
療
･
療
育
セ
ン

タ
ー
に
係
る
医
療
費
の
一
部
を
助
成

※
各
医
療
費
（
重
度
心
身
障
害
者
、
ひ
と

り
親
家
庭
等
、
乳
幼
児
、
児
童
）
の
助

成
を
受
け
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

◆
利
用
料
金
の
助
成

◇
対

象

児
童
発
達
支
援
利
用
者

◇
助
成
内
容　

・
町
子
ど
も
発
達
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
利

用
料
金
の
全
額
を
助
成

・
町
外
事
業
所
利
用
料
金
の
１／２
を
助
成

◆
交
通
費
の
助
成

◇
対

象

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
保
護
者
１
人
分

◇
助
成
内
容

公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た
際
、
最
低

運
賃
の
１／２
を
助
成

※
栗
山
町
子
ど
も
発
達
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
の
利
用
に
係
る
交
通
費
の
助
成
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※
ほ
か
の
割
引
制
度
が
あ
る
場
合
、
制
度

利
用
後
の
運
賃
の
１／２
を
助
成
し
ま
す
。

暮  

ら  

し
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◆
申
請
受
付

平
成
24
年
10
月
～
平
成
25
年
３
月
分

（
下
期
分
）の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
期
限　

４
月
9
日
㈫

◆
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
住
民
福
祉
課
福
祉
・
子
育
て
グ
ル
ー
プ

☎
�
2
2
2
2

◆
対

象

　

65
歳
以
上
の
公
的
年
金
の
受
給
資
格

の
な
い
方
で
、
次
の
①
～
③
に
該
当
す
る

生
活
上
困
窮
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方
。

①
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
に
属

し
、
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
な
い
方

②
同
一
世
帯
内
に
収
入
の
あ
る
同
居
人
が

い
な
い
方

③
同
居
し
て
い
な
い
親
族
な
ど
（
第
三
者

を
含
む
）
か
ら
定
期
的
ま
た
は
臨
時
的

に
金
銭
の
支
援
が
な
い
方

◆
支
給
額

　

月
額
5
千
円

◆
申
請
手
続
き　

申
請
書
（
印
鑑
）
の
他
に
審
査
に
必
要

な
書
類
（
通
帳
）
な
ど
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
住
民
福
祉
課
高
齢
者
・
介
護
グ
ル
ー
プ

☎
�
7
5
0
7

人　口　13,089  人  （－30）
　男　　 6,114  人  （－12）
　女　　 6,975  人  （－18）
世帯数　 6,059世帯（－  9）

※2月1日現在、（　）内は前月比

人のうごき

482cｍ
（昨年は589ｃｍ）
※2月15日までの降雪量

降った雪の量

夕
張
川
に
あ
る
川
端
発
電
所
で
は
、

発
電
を
行
う
た
め
に
川
へ
水
を
流
し
ま

す
。
こ
の
と
き
、
川
の
水
が
増
え
て
危

険
な
状
態
と
な
る
た
め
、
川
遊
び
や
魚

釣
り
な
ど
で
河
原
や
川
の
中
に
入
ら
な

い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

発
電
所
か
ら
川
へ
水
を
流
す
と
き
に

は
、ス
ピ
ー
カ
ー
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

北
海
道
企
業
局
夕
張
川
発
電
管
理
事
務
所

☎
０
１
２
３（
５
７
）２
５
４
２
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屋
根
か
ら
の
雪
で
、
灯
油
ホ
ー
ム
タ

ン
ク
が
破
損
し
、
灯
油
が
漏
油
し
て
し

ま
う
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
特

に
軒
下
に
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

屋
根
か
ら
の
雪
で
タ
ン
ク
（
燃
料
ゲ
ー

ジ
や
燃
料
パ
イ
プ
な
ど
）
を
傷
め
や
す

く
、
漏
油
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
高
ま

り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
家
庭
で
も
ホ
ー

ム
タ
ン
ク
を
点
検
し
て
い
た
だ
き
、
破

損
・
漏
油
を
発
見
さ
れ
ま
し
た
ら
消
防

署
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
連
絡
先
・
問
い
合
わ
せ

消
防
署
生
活
安
全
課
生
活
指
導
係

☎
�
0
1
5
0

支
援
の
必
要
な
お
子
さ
ん
に

医
療
費
な
ど
を
助
成

特
定
疾
患
な
ど
の
患
者
さ
ん
に

通
院
費
を
助
成

無
年
金
者
に
生
活
支
援
給
付

金
を
支
給

国 民 年 金
国民年金保険料の納付は、
便利・安心・確実・お得な口座振替で！

　国民年金保険料の納め忘れはありませ
んか？「忙しくて・・・」、「つい、うっ
かり・・・」といった理由でも保険料の
納め忘れがあると、将来受け取る老齢基
礎年金額が減額されたり、万が一のとき
の障害基礎年金や遺族基礎年金が受けら
れなくなる場合があります。
　そこで、国民年金保険料の納付には、
便利で安心、確実な口座振替をおすすめ
します。
　口座振替は、全国の銀行・郵便局・農
協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金
庫で利用できます。申し込みの際は、通帳、
金融機関届出印を持参のうえ、町住民福
祉課住民・国保グループまたは口座振替
を希望される金融機関などの窓口にお申
し込みしてください。
　また、口座振替には、当月分保険料を
当月末に引き落とさせていただくことに
より月々 50 円割引される早割制度や、現
金納付よりもさらに割引額が多い 6 カ月
前納・１年前納もあり大変お得です。

平成 25 年 4 月からの保険料は次のとお
りです。

【問い合わせ】
町住民福祉課住民・国保グループ☎ 73-7509

納付方法 保険料額 割引額

毎月納付
現金・口座振替 15,040 円 －

口座振替早割 14,990 円 50 円

6 カ月前納
現金納付 89,510 円 730 円

口座振替 89,210 円 1,030 円

1 年前納
現金納付 177,280 円 3,200 円

口座振替 176,700 円 3,780 円

障がい者雇用

【問い合わせ】
北海道労働局 　☎ 011-709-2311

　全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者
を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。こ
の法定雇用率・雇用事業主の範囲が平成 25 年 4 月 1
日から次のように変更となりますので、事業主の皆さ
まはご注意ください。

【平成25年4月1日以降の法定雇用率】
◉民間企業　2.0％（現行   1.8％）
◉国・地方公共団体など　2.3％（現行   2.1％）
◉都道府県などの教育委員会　2.2％（現行   2.0％）

【障がい者を１人以上雇用しなければならない事業主の範囲】
　従業員 50 人以上の事業主（現行   従業員 56 人以上）

発
電
所
か
ら
の
放
水
に

ご
注
意
を
！

ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
灯
油
が

漏
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

まちのおしらせinfomation ３



◆
申
告
期
限

◇
所
得
税
・
贈
与
税

３
月
15
日
㈮

◇
消
費
税
・
地
方
消
費
税（
個
人
事
業
者
）

4
月
1
日
㈪

◆
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め
に
！

確
定
申
告
書
は「
前
年
の
申
告
書
控
え
」

や
「
確
定
申
告
の
手
引
き
」
な
ど
を
参

考
に
ご
自
分
で
作
成
し
、
早
め
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
税
務
署
で
申
告
す
る
場
合

印
鑑
、
前
年
の
申
告
書
控
え
、
必
要

な
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
前
年
、

税
務
署
な
ど
で
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て

申
告
し
「
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
」
が
届
い

て
い
る
方
は
、
そ
の
ハ
ガ
キ
も
必
要
）

◆
申
告
書
は
パ
ソ
コ
ン
で
簡
単
作
成

・
確
定
申
告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w
w
.nta.go.jp

）の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
簡
単

に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
作
成
し
た
申
告
書
は
郵
送
の
ほ
か
、

デ
ー
タ
を
ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

－

Ｔ
Ａ
Ｘ
（
電
子
申
告
）

で
提
出
で
き
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

岩
見
沢
税
務
署

☎
０
１
２
６（
２
２
）０
８
１
０　

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
1
日
現
在

で
自
動
車
を
お
持
ち
の
方
に
納
め
て
い

た
だ
く
道
税
で
す
。
住
所
が
変
わ
っ
た

ら
札
幌
道
税
事
務
所
に
住
所
変
更
の
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
住
所
変
更
の

届
け
出
は
道
税
事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
次
の
場
合
は
運
輸
支
局
で
登
録
手

続
き
が
必
要
で
す
。

・
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
（
変
更
登
録
）

・
自
動
車
を
売
買
し
た
と
き（
移
転
登
録
）

・
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き（
末
梢
登
録
）

◆
問
い
合
わ
せ

札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

☎
０
１
１（
7
4
6
）1
1
9
0

　

3
月
7
日
よ
り
新
し
い
津
波
警
報
の

運
用
を
開
始
し
ま
す
。
津
波
警
報
は
、

津
波
に
よ
る
災
害
の
発
生
が
予
想
さ
れ

る
時
に
発
表
す
る
重
要
な
情
報
で
す
。

津
波
警
報
を
見
聞
き
し
た
ら
、
直
ち
に

安
全
な
場
所
へ
避
難
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
札
幌
管
区
気
象
台
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w.jm

a-net.
go.jp/sapporo/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

札
幌
管
区
気
象
台
地
震
火
山
課

☎
０
１
１（
6
1
1
）6
1
2
5
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◆
日

時

3
月
26
日
㈫
・
27
日
㈬
（
全
2
日
間
）

午
前
9
時
～
午
後
5
時

◆
場

所

イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
赤
レ
ン
ガ
（
岩
見
沢

市
有
明
町
南
1
）
※
実
技
は
公
南
山

明
建
設
株
式
会
社
（
岩
見
沢
市
8
条

西
23
丁
目
）

◆
定

員　

20
人
（
申
し
込
み
順
）

◆
受
講
料　

　

1
7
0
0
0
円
（
テ
キ
ス
ト
代
込
み
）

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

岩
見
沢
労
働
基
準
協
会

　

☎
０
１
２
６
（
２
4
）
3
0
8
7

◆
日

時

3
月
8
日
㈮
・
9
日
㈯

午
前
9
時
～
午
後
6
時

◆
場

所

三
笠
市
民
会
館（
三
笠
市
幸
町
13
番
地
）

◆
受
講
料　

　

会
員　
　

1
6
0
0
0
円

　

会
員
外　

1
6
0
0
0
円

（
テ
キ
ス
ト
・
特
別
教
育
等
終
了
証
交

津
波
警
報
が
変
わ
り
ま
す

付
代
金
含
む
）

◆
申
込
期
限
　

3
月
4
日
㈪

※
申
し
込
み
方
法
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

林
材
業
労
災
防
止
協
会
岩
見
沢
分
会

掘
川
林
業
株
式
会
社
内

　

☎
０
１
２
６
（
7
6
）
7
3
0
1

　
　

栗
山
町
身
体
障
害
者
福
祉
協
会
で

は
、
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
当
会

は
、
身
体
に
障
が
い
を
持
つ
方
が
気
軽

に
集
え
る
交
流
会
や
学
習
会
な
ど
年
間

を
通
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
総

会
を
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
参
加
く
だ
さ
い
。
身
体
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

◆
日
　
　
時

　

3
月
24
日
㈰　

午
前
10
時
～
正
午

◆
場

所

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
し
ゃ
る
る
中
ホ
ー
ル

◆
年
会
費
　
　  

1
5
0
0
円

◆
問
い
合
わ
せ

☎
�
1
4
4
1 　

事
務
局　

柳

25

◆
受
付
期
間

◇
総
合
職
試
験
（
院
卒
者
・
大
卒
程
度
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
期
間

４
月
1
日
㈪
～
8
日
㈪

◇
一
般
職
試
験
（
大
卒
程
度
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
期
間

４
月
9
日
㈫
～
18
日
㈭

◇
一
般
職
試
験
（
高
卒
程
度
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
期
間

６
月
24
日
㈪
～
7
月
3
日
㈬

【
申
し
込
み
専
用
ア
ド
レ
ス
】

http://w
w
w
.jinji-shiken.go.jp/

juken.htm
l

◆
問
い
合
わ
せ

人
事
院
北
海
道
事
務
局
第
二
課
試
験
係

☎
０
１
１（
２
４
１
）１
２
４
８

◆
日
時
・
場
所

3
月
15
日
㈮　

午
後
１
時
～
4
時

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
し
ゃ
る
る
」

◆
内

容

札
幌
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
に
よ
る
20

分
間
程
度
の
法
律
相
談

◆
申
込
方
法　

　

事
前
に
電
話
で
予
約

◆
相
談
料　
　

無　

料　
（
定
員
7
人
）

◆
予
約
・
問
い
合
わ
せ

栗
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
�
1
3
2
2

国
家
公
務
員
採
用
試
験

講
　
　
習

募
　
　
集

身
体
障
害
者
福
祉
協
会

会
員
募
集

自
動
車
税
の
住
所
変
更

引っ越しをする場合には、
必ずご連絡を！
　引っ越しが決まったら、水道の使用中止、
使用開始の届け出が必要です。
　使用中止のご連絡がない場合には、水道
が使用されているとみなすため、基本料金
をお支払していただくことになります。
　住民票を異動しても、水道使用中止の手
続きをしたことにはなりません。必ずご連
絡ください。
　これらの手続きは、電話での連絡で済み
ます。お電話の際には、氏名、住所、引っ
越し先の住所、連絡先を伺います。

みんなの

水 道

■問い合わせ
町建設水道課上下水道グループ　☎ 73-7514

国
税
の
申
告
・
納
付
は

お
済
み
で
す
か
？

調理ボランティアさんを募集

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
（
5

ｔ
未
満
）
運
転
業
務
講
習

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
作
業
従
事
者

安
全
衛
生
特
別
講
習
会

相  
  

談

無
料
法
律
相
談

暮  

ら  

し

社会福祉協議会では、栄養に不安のある一人暮らしの高齢者世帯など
へ、お弁当を配達する配食サービスを実施しています。このお弁当作
りにご協力いただける調理ボランティアさんを募集しています。

◆活動日　毎週水・木・金曜の 8：30 ～ 10：30 くらい※祝日は休み
　　　　　4、5 人の班を作り交代で行います。月 1 回程度です。
◆場　所　総合福祉センター「しゃるる」２階調理室
【問い合わせ】栗山町社会福祉協議会　☎ 72-1322

役場窓口開設の
業務内容を変更します

役場では、毎週日曜日の午前中に一部の窓口を開設
していますが、４月から取扱業務を右記のとおり変
更しますのでお知らせします。

【問い合わせ】
町住民福祉課住民・国保グループ☎ 73-7509

○住民票の写し
○印鑑証明書
○戸籍全部事項・個人事項証明書の発行など
×町税や使用料、上下水道料金などのお支払い

３月末で臨時窓口の開設を廃止

４月から日曜日の午前中に取扱う業務日
曜
日 ※開設時間は従来どおり

　8：30～12：00です

※お支払いはコンビニエンスストアご利用ください

まちのおしらせinfomation ３



【
物　

品
】

◇
カ
イ
ン
ド
ネ
ス
シ
オ
ミ
薬
品
（
松
風

3
）

◇
く
す
り
の
え
び
な
（
中
央
2
）

◇
エ
ス
ケ
イ
ア
イ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
な
の
花

薬
局
栗
山
店
（
朝
日
2
）

【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
】

◇
山
下
テ
ル
子
さ
ん
（
御
園
）

◇
卜
部
澄
子
さ
ん
（
松
風
4
）

◇
三
浦
英
昭
さ
ん
（
朝
日
4
）

◇
太
田
欣
仁
さ
ん
（
松
風
2
）

【
金
一
封
】

◇
尾
江
弘
二
さ
ん
（
雨
煙
別
）

【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
】

◇
月
見
草
の
会
（
佐
藤
倶
子
会
長
）

◇
藤
山
智
浩
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
藤
浦
博
美
さ
ん
（
千
葉
県
）

◇
東　

慶
輝
さ
ん
（
愛
知
県
）

◇
石
井
亮
一
さ
ん
（
神
奈
川
県
）

◇
武
藤
弘
樹
さ
ん
（
愛
知
県
）

◇
山
根
健
浩
さ
ん
（
神
奈
川
県
）

◇
鈴
木
勝
雄
さ
ん
（
香
川
県
）

◇
横
内
豊
智
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
中
山
晴
貴
さ
ん
（
兵
庫
県
）

◇
中
山
え
み
さ
ん
（
兵
庫
県
）

◇
蔵
野
晃
治
さ
ん
（
愛
媛
県
）

◇
益
子
聖
弘
さ
ん
（
茨
城
県
）

◇
田
中
信
也
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
堀
田
雅
之
さ
ん
（
茨
城
県
）

◇
川
村
裕
美
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
曽
根
雅
宏
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
砂
子
玲
子
さ
ん
（
愛
媛
県
）

◇
高
原
光
則
さ
ん
（
栃
木
県
）

◇
上
田
浩
史
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
宮
島
良
一
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
安
部
哲
夫
さ
ん
（
小
樽
市
）

◇
森　

辰
也
さ
ん
（
山
口
県
）

◇
菊
池
宗
久
さ
ん
（
大
阪
府
）

◇
喜
多　

聡
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
伊
藤
弘
子
さ
ん
（
宮
城
県
）

◇
武
内　

啓
さ
ん
（
東
京
都
）

◇
安
楽
英
二
さ
ん
（
宮
崎
県
）

◇
石
井
琢
磨
さ
ん
（
神
奈
川
県
）

◇
山
口
友
弘
さ
ん
（
東
京
都
）

【
金
一
封
】

◇
岩
部
弘
一
さ
ん
（
中
里
）

◆
日
時
・
場
所

◇
3
月
13
日
㈬　

午
前
10
時
～
正
午

夕
張
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
3
月
21
日
㈭　

午
後
１
時
～
３
時

岩
見
沢
保
健
所（
空
知
総
合
振
興
局
内
）

◆
対
　
　
象

心
に
健
康
問
題
を
抱
え
て
い
る
方
、
精

神
障
が
い
の
あ
る
方
、
そ
の
ご
家
族

◆
相
談
員

精
神
科
嘱
託
医
師
に
よ
る
面
接
相
談

◆
申
込
期
限　

前
日
の
午
前
中

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

岩
見
沢
保
健
所

　

☎
０
１
２
６
（
２
０
）
０
１
２
１

【
金
一
封
】

◇
そ
ら
ち
南
農
業
協
同
組
合
（
大
友
伸
彦

代
表
理
事
組
合
長
）よ
り
教
育
寄
附
金（
学

校
給
食
用
賄
材
料
）
と
し
て

◆
総
務
寄
附
金（
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
）と

し
て
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ご  

厚  

意

　
　
町
　
へ

　
　
泉
徳
苑
へ

　
　
く
り
の
さ
と
へ

心
の
健
康
相
談

【
1
月
16
日
～
2
月
15
日
届
出
分（
敬
称
略
）】

　
氏
　 

名
　    

月 

日                          

父
母
名       

住  

所

飛
渡
勇た

け
る琉 

1/14

尾
美
乃の

の

ほ

ノ
穂 

1/28

前
田
　

禅ぜ
ん 

1/28

大
塚
純じ
ゅ
ん
き輝 

1/28

田
中
唯ゆ

め愛 

2/2

鳥
村
奏そ

う
す
け介 

2/2

山
内
桜さ

く
ら
こ子 

2/8

敏

嗣

光

子

秀

人

綾

子

一

樹

菜
奈
恵

史

明

美

和

智

明
麗

尚

久

美

恵

克

祐

陽

子

松
風
３

松
風
３

富

士

大
井
分

中
央
１

朝
日
３

松
風
３

お
め
で
た

【
1
月
16
日
～
2
月
15
日
届
出
分（
敬
称
略
）】

　

  

氏
　
名
　   

齢  

月 

日                         

世
帯
主       

住  

所

川
岸
ハ
ツ 

93 

1/6 

俊

雄

林

武 

64 

1/16 

本

人

小
川
定
子 

91 

1/18 

健

二

廣
岡
秀
博 

66 

1/19 

本

人

齊
藤
英
昭 

66 

1/20 

本

人

柿
本
好
太
郎 

88 

1/20 

本

人

池
田
　

学 

81 

1/21 

本

人

石
丸
正
一 

76 

1/22 

本

人

中
川
梅
次
郎 

88 

1/22 

本

人

小
川
博
年 

70 

1/25 

本

人

松
野
イ
ト 

92 

1/28 

本

人

岩
部
ナ
ミ 

90 

1/28 

本

人

鷲
尾
孝
次 

90 

1/29 

本

人

石
田
厲
子 

76 

1/29 

政

夫

富
山
道
芳 

86 

1/30 

本

人

笹
木
キ
ク
ノ 

96 

2/1 

本

人

田
中
義
信 

85 

2/3 

本

人

吉
野
了
乘 

77 

2/5 

本

人

武
岡
義
博 

77 

2/6 

本

人

伊
東
邦
子 

60 

2/7 

常

春

廣
瀨
ハ
ツ
ミ 

98 

2/9 

本

人

中
島
政
勝 

65 

2/12 

本

人

お
く
や
み

日

出

錦

３

中
央
３

角

田

錦

２

御

園

角

田

中
央
２

湯

地

円

山

松
風
２

角

田

中

里

継

立

湯

地

湯

地

角

田

松
風
２

松
風
４

杵

臼

湯

地

松
風
２
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相  
  

談

「里親」とは
　家庭のさまざまな事情により、どうしても家庭での養育を受

けることができない子どもがいます。そのような子どもを自
分の家庭に迎え入れ、親身になって、愛情と誠意をもって養
育してくださる方を「里親」といいます。

里親制度をご存知ですか

【里親の種類】
①養育里親

保護者のない児童または保護者に監護さ
せることが不適当であると認められる児
童 ( 要保護児童 ) を養育する里親

②専門里親
児童虐待などの行為により心身に有害な
影響を受けた児童など、特に支援が必要
な児童を養育する里親

③養子縁組希望里親
養子縁組によって養親となることを希望
する里親

④親族里親
要保護児童の両親などが死亡、行方不明
または拘禁などのため、扶養義務者およ
びその配偶者である親族が養育する里親

「里親」になるには
子どもが好きで健康な明るい家庭であれ
ば、どなたでも申し込むことができます。
希望される方は、お近くの児童相談所に
相談してください。
児童相談所から詳しい説明をさせてい
ただきます。

「里親」になったら
子どもの養育をお願している間は、子ど
もの養育費として里親手当、生活費、学
校教育費、医療費などが公費で支給され
ます。

【問い合わせ】
町住民福祉課福祉・子育てグループ ☎ 73-2222
岩見沢児童相談所　☎ 0123-22-1119

「里親」になるまでの手続き
①申込…児童相談所へ相談

②調査…児童相談所職員が面接やご家庭
を訪問し、家庭状況を把握

③研修…基礎研修、認定前研修を受講

④認定…知事が、社会福祉審議会の意見
を聴き、里親としての適否を審
査し認定

⑤登録…知事が認定した方を登録

⑥委託…児童相談所で、子どもと里親の
条件を考慮した上で委託

まちのおしらせinfomation ３


